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公 告

雲仙復興事務所管内における災害時等応急対策業務｛ １）調査検討・解析等、（

（２）測量等 （３）航空レーザ測量及び空中写真撮影（有人・無人 ｝に関する、 ）

基本協定の締結

次のとおり公告します。

平成２９年 ２月１７日

国土交通省九州地方整備局

雲仙復興事務所長 植野 利康

１．基本協定の概要等

（１） 基本協定の目的

本業務は、雲仙復興事務所管内において地震、豪雨、台風、噴火、及び事故災害等により発生

した災害の状況把握と報告並びに雲仙復興事務所長の指示に基づく（１）調査検討・解析等、

（２）測量等 （３）航空レーザ測量及び空中写真撮影（有人・無人）を行うものである。、

（２）業務実施場所

砂防指定地内並びに管理施設に影響する隣接地域

また、協定締結区域外において発生した災害について要請を行う場合がある

（３）協定期間 平成２９年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日

（４）募集区分（詳細な内容については、募集要領参照）

（１）調査検討・解析等

（２）測量等

（３）航空レーザ測量及び空中写真撮影（有人・無人）

、（５）基本協定締結業者の選定は、業務実施体制、業務成績等に関する技術資料を総合的に評価して

協定締結業者 各募集区分ごとに５社程度 を選定する また 災害等が発生し緊急的に業務を実（ ） 。 、

施する場合は 速やかに業務請負契約を締結する 業務の実施に当たっては 関係法令等を遵守す、 。 、

るものとする。

但し 基本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は 実際の業務を行わないこと、 、

になることを付記する。

２．応募資格要件

（１）予算決算及び会計令（昭和 年勅令第 号。以下「予決令」という ）第 条及び第 条22 165 70 71。

の規定に該当しない者であること。

29 30（２ 【募集区分（１ 】については、九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成 ・） ）
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年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争 指名競争 参加資格の申請を行っているこ（ ）

と。

募集区分 ２ 募集区分 ３ については 九州地方整備局 港湾空港関係を除く にお【 （ ）】、【 （ ）】 、 （ ）

ける平成 ・ 年度測量業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の申請を行っていること。29 30

【募集区分（１ 【募集区分（２ 【募集区分（３ 】ともに平成２９・３０年度の一般競争）】、 ）】、 ）

（指名競争）参加資格の認定を平成２９年４月１日時点において受けていること。

なお 認定されていない場合は 当該協定の参加資格を有しない者に該当し 協定締結を無効と、 、 、

する。

３ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者 又は民事再生法に基づき再生手続（ ） 、

開始の申立てがなされている者でないこと。

４ 協定締結参加資格確認申請書(以下 申請書 という )及び技術資料の提出期限の日から締結業（ ） 「 」 。

者決定の時までの期間に、九州地方整備局長から指名停止を受けていないこと。

５ 募集区分 ２ については 長崎県内に本店 一般競争 指名競争 参加資格審査申請書に記（ ）【 （ ）】 、 （ （ ）

載された本店の営業所の住所による ）を有していること。。

【募集区分（３ 】については、九州地方整備局の管轄区域（福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、）

熊本県 宮崎県又は鹿児島県 内に本店又は支店等営業所 一般競争 指名競争 参加資格審査申、 ） （ （ ）

請書に記載された本店又は支店等の営業所の住所による ）を有していること。。

６ 警察当局から 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして 国土（ ） 、 、

交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

７ 平成１９年度以降に完了した業務 平成２８年度完了予定も対象に含む において 国又は県が（ ） （ ） 、

発注した下記業務の実績を有すること。

【募集区分（１ 】については、雲仙復興事務所が発注した砂防に関する、）

土木関係建設コンサルタント業務 １件以上

【募集区分（２ 】については、測量業務 １件以上）

【募集区分（３ 】については、レーザ測量業務又は空中写真撮影に）

関する業務 １件以上

なお、業務実績は雲仙復興事務所発注の業務を優先的に記載すること。

８ 本協定に基づき災害応急対策活動等を実施する場合において 次に掲げる基準を満たす技術者が（ ） 、

在勤であること。

① 協定締結希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること なお 直接的かつ恒常的な雇用。 、「

関係」とは、申請書提出日において３箇月以上の雇用関係にあることをいう。

上記「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できない場合は、協定締結を認めないことがあ

る。

② 以下の資格を保有すること。

募集区分 １ については 技術士 総合技術監理部門又は建設部門 又はＲＣＣＭ又は【 （ ）】 、 （ ）、

土木学会認定技術者（特別上級、上級、１級）の資格を有する者が１名以上。

募集区分 ２ については 測量士１名以上 測量士補を含め総計が３名以上 および技【 （ ）】 、 、 、
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） 、術士（総合技術監理部門又は建設部門 、又はＲＣＣＭ又は土木学会認定技術者（特別上級

上級、１級）の資格を有する者が１名以上。

【募集区分（３ 】については、測量士１名以上、測量士補を含め総計が５名以上。）

３．基本協定締結者の決定方法

（１）基本協定の締結は、２．に掲げる応募資格要件を満たしている者と締結する。

４．本基本協定に関する手続等

（１）担当部局

〒８５５－０８６６ 長崎県島原市南下川尻町７－４（電話 ０９５７－６４－４１７１）

国土交通省九州地方整備局 雲仙復興事務所

担当 ： 調査課長 光武 久修（内線３５１）

（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法

、① 交付期間 ： 平成２９年 ２月１７日（金）から平成２９年 ３月３日（金）までの土曜日

日曜日及び祝日を除く毎日、９時３０分から１７時００分まで。

② 交付場所 ： 〒８５５－０８６６ 長崎県島原市南下川尻町７－４

国土交通省九州地方整備局 雲仙復興事務所 ３階 調査課内

③ 交付方法 ： 手渡しまたはホームページからのダウンロードにより交付する。

（３）協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法

、① 提出期間 ： 平成２９年 ２月１７日（金）から平成２９年 ３月３日（金）までの土曜日

日曜日及び祝日を除く毎日、９時３０分から１７時００分まで

② 提出場所 ： 上記４ （１）②に同じ。．

③ 提出方法 ： 持参又は郵送等 （郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。

提出期間内に必着 ） により提出する。。

５．その他

（１） 技術資料の作成要領等の詳細については 「基本協定締結説明書」による。、
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募集要領

「雲仙復興事務所管内における災害時等応急対策業務{（１）調査検討・解析等 （２）、

測量等 （３）航空レーザ測量及び空中写真撮影（有人・無人 ｝に関する基本協定の締、 ）

結」について、下記により基本協定締結希望者を募集いたしますので、基本協定の締結を

希望される方は下記基本協定締結説明書により技術資料の提出をお願いいたします。

基 本 協 定 締 結 説 明 書

１．協定概要

{（１）調査検討（１）協 定 名 雲仙復興事務所管内における災害時等応急対策業務

・解析等 （２）測量等 （３）航空レーザ測量及び空中写真撮影（有、 、

に関する基本協定の締結人・無人 ｝）

（２）業務場所 砂防指定地内並びに管理施設に影響する隣接地域

また、協定締結区域外において発生した災害について要請を行う場

合がある

（３）業務内容 本業務は、雲仙復興事務所管内において地震、豪雨、台風、噴火、

及び事故災害等により発生した災害の状況把握と報告並びに雲仙復

（１）調査検討・解析等 （２）測量等、興事務所長の指示に基づく 、

を行うもの（３）航空レーザ測量及び空中写真撮影（有人・無人）

である。

（４）協定期間 平成２９年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日

２．協定締結希望者募集区分

下記の（１）～（３）の区分について、各募集区分ごとに５社程度を選定する。ま

た、各区分に重複して申請を行ってよいものとする。

（１）調査検討・解析等

現地踏査、土石流危険渓流等への土石流検知センサーや水位計等の設置、溶岩

ドーム挙動の監視・解析、岩屑なだれ又は土石流等の崩壊シミュレーション、災

害復旧工法の検討

（２）測量等

レベル、トランシット等を使用する一般的な測量及び簡易な設計等

（３）航空レーザ測量及び空中写真撮影（有人・無人）

及び 空中写真撮影航空レーザ測量 有人又は無人（ＵＡＶ等）による

３．応募資格

応募資格は、以下のとおりとします。

22 165 70（１）予算決算及び会計令（昭和 年勅令第 号。以下「予決令」という ）第。

条及び第 条の規定に該当しない者であること。71

（２ 【募集区分（１ 】については、九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における） ）

平成 ・ 年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参29 30

加資格の申請を行っていること。

【募集区分（２ 【募集区分（３ 】については、九州地方整備局（港湾空港関）】、 ）

係を除く）における平成 ・ 年度測量業務に係る一般競争（指名競争）参加資29 30

格の申請を行っていること。

【募集区分（１ 【募集区分（２ 【募集区分（３ 】ともに平成２９・３０年）】、 ）】、 ）

度の一般競争（指名競争）参加資格の認定を平成２９年４月１日時点において受け
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ていること。

なお、認定されていない場合は、当該協定の参加資格を有しない者に該当し、協定

締結を無効とする。

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（４）協定締結参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料の提出期限の日から

締結業者決定の時までの期間に、九州地方整備局長から指名停止を受けていないこと。

（５ 【募集区分（２ 】については、長崎県内に本店（一般競争（指名競争）参加資格） ）

審査申請書に記載された本店の営業所の住所による ）を有していること。。

【募集区分（３ 】については、九州地方整備局の管轄区域（福岡県、佐賀県、長）

崎県、大分県、熊本県、宮崎県又は鹿児島県）内に本店又は支店等営業所（一般競

争（指名競争）参加資格審査申請書に記載された本店又は支店等の営業所の住所に

よる ）を有していること。。

（６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、

国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

（７）平成１９年度以降に完了した業務（平成２８年度完了予定も対象に含む）におい

て、国又は県が発注した下記業務の実績を有すること。

【募集区分（１ 】については、雲仙復興事務所が発注した砂防に）

関する、土木関係建設コンサルタント業務 １件以上

１件以上【募集区分（２ 】については、測量業務）

【募集区分（３ 】については、レーザ測量業務又は空中写真撮影に）

１件以上関する業務

なお、業務実績は雲仙復興事務所発注の業務を優先的に記載すること。

（８）本協定に基づき災害応急対策活動等を実施する場合において、次に掲げる基準を

満たす技術者が在勤であること。

① 協定締結希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお 「直接的か、

つ恒常的な雇用関係」とは、申請書提出日において３箇月以上の雇用関係にあ

ることをいう。

上記「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できない場合は、協定締結を認め

ないことがある。

② 以下の資格を保有すること。

【募集区分（１ 】については、技術士（総合技術監理部門又は建設部門 、又はＲ） ）

ＣＣＭ又は土木学会認定技術者（特別上級、上級、１級）の資格を有する者が１名以

上。

【募集区分（２ 】については、測量士１名以上、測量士補を含め総計が３名）

以上、および技術士（総合技術監理部門又は建設部門 、又はＲＣＣＭ又は土木学会）

認定技術者（特別上級、上級、１級）の資格を有する者が１名以上。

【募集区分（３ 】については、測量士１名以上、測量士補を含め総計が５名）

以上。
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４．基本協定締結者の決定方法

（１）基本協定の締結は、３．に掲げる応募資格を満たしている者と締結する。

（２）決定方法は、下記に示す申請書・技術資料を評価し、各募集区分について５社

程度選定する。

５．申請書・技術資料の作成要領及び留意事項

（必須）

評 価 項 目 評 価 内 容

（１）申請書 様式は「別記様式１」とし、必ず会社の代表者印を押印するこ

［別記様式１］ と。

（２）企業の実績 様式は「別記様式２」とし、平成１９年度以降に完了した業務

［別記様式２］ （平成２８年度完了予定も対象に含む）において、国・県が発注

した下記業務の実績件数を記載すること。

【募集区分（１ 】）

砂防に関する、土木関係建設コン雲仙復興事務所が発注した

サルタント業務

【募集区分（２ 】）

測量業務

【募集区分（３ 】）

レーザ測量業務又は空中写真撮影に関する業務

なお、業務実績の記載は雲仙復興事務所発注の業務を優先して記

載すること。

（３）企業の表彰 様式は［ ］とし、九州地方整備局発注業務で直近２別記様式２

［ ］ ヶ年（平成２６・２７年度完了業務）における局長表彰又は事別記様式２

務所長表彰の有無を記載する。 記載した表彰について、表彰状

の写しを添付すること。

（ ４ ） 継 続 的 な 営 様式は［ ］とし、営業年数を記載する。記載した営別記様式２

業に基づく信頼度 業年数について、最新の「建設コンサルタント現況報告書」の

［ ］ 写しを添付すること。別記様式２

（５）技術者の資格 様式は「別記様式３」とし、３ （８）を満たす技術者を記入．

［別記様式３］ する。また資格の確認できる資料を提出する。

なお、複数の技術者を登録することは可能である。

（６）無人航空機の 様式は「別記様式４」とし、航空レーザ測量および空中写真撮

保有状況 影（無人）を希望する場合は記載すること。

[別記様式４]

．評価に関する事項等６

評 価 評 価 内 容 ｳｴｲﾄ 備考

項 目

業務実施 （様式－３により評価）

体制 ・応募資格要件３ （８）②を満たす技術者の在勤人数．

で評価する。

【募集区分（１ 】）

①技術士 ①２０（総合技術監理部門又は建設部門）及び土木学会

認定技術者（特別上級、上級） ②１０の在勤人数が５名以上
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（総合技術監理部門又は建設部門）及び土木学会②技術士

の在勤人数が１～４名認定技術者（特別上級、上級）

【募集区分（２ 】）

①測量士の在勤人数が３名以上

②測量士の在勤人数が１～２名

【募集区分（３ 】）

①測量士の在勤人数が３名以上

②測量士の在勤人数が１～２名

業務実績 （様式－２により評価）

・平成１９年度以降に完了した業務（平成２８年度完了

予定も対象に含む）件数で評価する。

【募集区分（１ 】）

砂防に関する、土木関係建雲仙復興事務所が発注した

設コンサルタント業務の実績件数

① ３件以上

①２０② １～２件

【募集区分（２ 】 ②１０）

国又は県が発注した測量業務の実績件数

① ３件以上

② １～２件

【募集区分（３ 】）

国又は県が発注したレーザ測量業務又は空中写真撮影

に関する業務の実績件数

① ３件以上

② １～２件

業務成績の評価

国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注 港（

湾空港関係を除く）の平成２６年度以降公示日までに完了

した業務の 平均評定点を下記の順位で評価する。ﾃｸﾘｽ

①２０① ７８点以上

②１６② ７５点以上７８点未満

③８③ ７３点以上７５点未満

④４④ ７０点以上７３点未満

⑤２⑤ ６０点以上７０点未満

なお、平成２６年度以降の100万円を超える国土交通省及

び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務（港湾空港関

係を除く）の業務実績がないため、業務成績を評価できな

い場合、又は評定通知を受けていないため業務成績を評価

できない場合には加点しない。

企 業 の 表 （ により評価）別記様式２

彰 ・九州地方整備局発注業務で直近２ヶ年（平成26・27年

度完了業務）における局長表彰又は事務所長表彰の有無 ①１０

②０① 有り

② 無し

継 続 的 な （ により評価）別記様式２

営 業 に 基 ・記載された営業年数により評価する。 ①１０
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②５づ く 信 頼 ① ３０年以上

② １５年以上３０年未満 ③０度

③ １５年未満

合計 ８０

評価点が同点の場合は、企業の業務成績（過去２ヵ年度及び当該年度の平均）に順位

付けする。業務成績も同点である場合は有資格者名簿の上位順とする。なお、無人航空

機の保有状況は評価対象に含めない。

７．担当部局

〒８５５－０８６６ 長崎県島原市南下川尻町７－４

国土交通省九州地方整備局 雲仙復興事務所 調査課

ＴＥＬ ０９５７－６４－４１７１（代表） 内線３５１

ＦＡＸ ０９５７－６３－０９１４

８．応募資格の確認等

（１）申請書の作成

基本協定の締結を希望される方は、下記資料を作成し提出願います。

（別記様式１）基本協定参加資格確認申請書

（別記様式２）企業の実績等

（別記様式３）技術者の資格

（別記様式４）保有無人機器

別紙－１ 『協定締結希望募集区分調査票』

平成２９・３０年度の一般競争（指名競争）参加資格申請書の受付票の写しを

添付すること。

（２）申請書の提出

申請書については、以下のとおり提出願います。

（ ） 、 （ 。①提出方法：申請書 追加資料を含む の提出は 持参又は郵送 書留に限る

必着のこと 。）

②受付期間：平成２９年２月１７日（金）から平成２９年３月３日（金）まで

の土・日曜日及び祝日を除く毎日、９時３０分から１７時００分

までとする。

③提出場所：７．に同じ。

（３）申請書作成等に対する質問

申請書の作成等にあたり質問がありましたら、書面（様式は自由）により提出願

います。

①提出方法：書面を持参又は郵送により提出すること。ＦＡＸでも可。

②受領期間：平成２９年２月１７日（金）から平成２９年２月２４日（金）ま

での土・日曜日及び祝日を除く毎日、９時３０分から１７時００

分までとする。

③提出場所：７．に同じ。

（４ （３）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧を行います。）

①期 間：質問を受理してから適宜に、平成２９年３月１日（水）までの土

、 。・日曜日及び祝日を除く毎日 ９時３０分から１７時００分まで

②場 所：７．に同じ。

（５）その他

①申請書（追加資料を含む）の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担となり

ます。
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②担当官は、提出された申請書（追加資料を含む）を、応募資格確認以外に提出

者に無断で使用しません。

③提出された申請書（追加資料を含む）は、返却しません。

④提出期限以降における申請書（追加資料を含む）の差し替え及び再提出は、認

めません。
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